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名古屋港管理組合本庁舎等整備事業 
募集要項等の修正について 

 

 

平成 19 年４月 13 日に公表しました名古屋港管理組合本庁舎等整備事業（以下「本事業」とい

う。）の募集要項、基本協定書（案）、事業契約書（案）、現港湾会館敷地売払条件規定書及び様式

集につきまして、次の通り修正します。 

また、下記以外に、字句の誤りについて修正します。 

なお、本日付で、当該修正文書につきまして修正後の内容に差し替えておりますのでご注意く

ださい。 

 

（１）募集要項 

＜修正の趣旨＞ 

募集要項等に関する質問を受け修正します。また、内容に誤りがあったため修正します。 

 

項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

2 (1) ｶ 

(ｱ) 

b 

4 合築民間施設
（ＰＦＩ事業）
の付帯事業 

（追加） 提案内容により、これにより
がたい場合は、地方自治法（昭
和 22 年法律第 67 号）第 238 条
の４の規定に基づき、ＰＦＩ事
業敷地の一部をＰＦＩ事業者
（ＰＦＩ事業者とは異なる第三
者を含む。以下合築民間施設に
係る記述の場合において同じ。）
に有償で貸し付けることも可能
とします。 

なお、ＰＦＩ事業者とは異な
る第三者が合築民間施設に係る
事業を行う場合、ＰＦＩ事業者
は、下記ｃの現本庁舎敷地活用
事業と同等以上の支援を実施す
るほか、合築民間施設事業者と
連携し、ＰＦＩ事業敷地全体を
適切に管理することとします。

3 (2)  11 選定の手順及
びスケジュー
ル 

平成 19 年７月初旬 平成 19 年７月 10 日 

3 (2)  11 選定の手順及
びスケジュー
ル 

平成 19 年８月初旬 平成 19 年８月３日 

3 (3) ｴ 12 資格審査結果
の通知等 

平成 19 年７月初旬に 平成 19 年７月 10 日（火）ま
でに 

3 (3) ｵ 

(ｱ) 

12 事業提案書の
受付 
提出日 

平成 19 年８月初旬 
具体的な日時は、資格審査結

果と併せて資格審査通過者に通
知します。 

平成 19 年８月３日（金）午前
９時から午後５時（正午から午
後１時までを除く） 

4 (1) ｴ 21 現港湾会館敷
地売払契約の
締結 

本契約は、組合が当事者とな
る現港湾会館売払契約の締結に
関する議案を組合議会に提出し
議決を経た上で、ＰＦＩ事業者

本契約は、ＰＦＩ事業者によ
る現港湾会館の解体・撤去後、
速やかに現港湾会館敷地売払契
約を締結します。 
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項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

による現港湾会館の解体・撤去
後、速やかに現港湾会館敷地売
払契約を締結します。 

4 (5) ｱ 24 契約保証金の
納付等 
本庁舎・港湾会
館（ＰＦＩ事
業） 

（イ）ＰＦＩ事業者が名古屋港
管理組合財務規則（昭和 39
年名古屋港管理組合規則第
７号、以下「財務規則」と
いう。）第 155 条第１項第３
号の規定に該当するとき
は、契約保証金の全部又は
一部の納付を免除されま
す。 

（イ）ＰＦＩ事業者が名古屋港
管理組合財務規則（昭和 39
年名古屋港管理組合規則第
７号。以下「財務規則」と
いう。）第 155 条第１項第１
号又は第２号の規定に該当
するときは、契約保証金の
全部又は一部の納付を免除
されます。 

 

（２）基本協定書（案） 

＜修正の趣旨＞ 

内容に誤りがあったため修正します。 

 

条 項 号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

11 4  4 現港湾会館敷
地売払契約 

乙、丁又は特別目的会社の責
めに帰すべき事由により、甲と
丁との間で現港湾会館敷地貸付
契約の仮契約及び本契約締結に
至らなかった場合、丁は、乙及
び丁が事業提案書において提案
いた現港湾会館用地の売払代金
の 100分の 20に相当する金額を
違約金として甲に支払わなけれ
ばならない。 

乙、丁又は特別目的会社の責
めに帰すべき事由により、甲と
丁との間で現港湾会館敷地売払
契約の仮契約及び本契約締結に
至らなかった場合、丁は、乙及
び丁が事業提案書において提案
いた現港湾会館用地の売払代金
の 100分の 20に相当する金額を
違約金として甲に支払わなけれ
ばならない。 

 

（３）事業契約書（案） 

＜修正の趣旨＞ 

募集要項等に関する質問を受け修正します。 

 

条 項 号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

74 2  26 契約保証 組合は、事業者が名古屋港管
理組合財務規則（昭和 39年名古
屋港管理組合規則第７号。以下
「財務規則」という。）第 155 条
第１項第３号の規定に該当する
ときは、契約保証金の全部又は
一部の納付を免除する。 

組合は、事業者が名古屋港管
理組合財務規則（昭和 39年名古
屋港管理組合規則第７号。以下
「財務規則」という。）第 155 条
第１項第１号又は第２号の規定
に該当するときは、契約保証金
の全部又は一部の納付を免除す
る。 

 

 

 

（４）合築民間施設貸付条件規定書 

＜修正の趣旨＞ 

募集要項等に関する質問を受け修正します。 
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項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

31   8 契約の更新 本契約は、賃貸借契約期間満
了の３ヵ月前までに甲は又は乙
から相手方に対する書面による
格別の意思表示がないときは、
契約期間満了日の翌日より起算
してさらに[ ]年間自動的に更
新されるものとし、以後も同様
とする。ただし、更新期間は 20
年以内とする。 

本貸付契約の契約期間が事業
契約の終期に満たない場合は、
甲と乙は、事業契約の終期又は
更新日から20年間のいずれか短
いほうの期間を更新期間とし
て、本貸付契約を更新するもの
とし、乙は、賃貸借契約期間満
了の３ヵ月前までに書面をもっ
て甲に申請しなければならな
い。 

 

（５）現港湾会館敷地売払条件規定書 

＜修正の趣旨＞ 

内容に誤りがあったため修正します。 

 

項目番号 頁 項目名 修正前 修正後 

5 後書き なお、この契約は仮契約書であ
って、甲及び乙は、本売払契約に
係る甲の議会の議決、事業契約書
第 37 条第４項に規定する現港湾
会館の解体・撤去に係る甲の確認
を経た後に、本仮契約書と同じ内
容の契約書をして、正式な売払契
約を締結するものとし、甲及び乙
は、合理的な理由なく、かかる正
式な売払契約の締結について留
保又は遅延しないものとする。 

なお、この契約は仮契約書であ
って、甲及び乙は、事業契約書第
37 条第４項に規定する現港湾会
館の解体・撤去に係る甲の確認を
経た後に、本仮契約書と同じ内容
の契約書をして、正式な売払契約
を締結するものとし、甲及び乙
は、合理的な理由なく、かかる正
式な売払契約の締結について留
保又は遅延しないものとする。 

 

（６）様式集 

＜修正の趣旨＞ 

募集要項等に関する質問を受け修正します。また、内容に誤りがあったため修正します。 

 

項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

2 (2)  7 参加表明書提
出時の提出資
料 

（追加） なお、合築民間施設をＰＦＩ
事業者ではない事業者が実施す
る場合は、以下のとおり作成し
てください。 
・様式 2-2 において、合築民間
施設を実施する者（以下「合
築民間施設事業者」という。）
について記入欄を追加し、記
入すること。 

・合築民間施設事業者に関する
実績、資格等について、様式
2-6から様式2-9については不
要とし（本庁舎・港湾会館に
関してのみ記入のこと）、様式
2-10及び様式2-11と同様の様
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項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

式（様式 2-14 及び様式 2-15）
を作成し、提出すること。 

2 (3) ｲ 

(ｱ) 

9 事業提案書 （追加） なお、合築民間施設をＰＦＩ
事業者ではない事業者が実施す
る場合は、以下のとおり作成し
てください。 
・様式 6-4 及び様式 6-9 におい
て、合築民間施設事業者に関
しても記述すること。 

・様式 7-3 から様式 7-18 におけ
る合築民間施設に関する様式
及び記述を不要とする。ただ
し、ＳＰＣによる合築民間施
設事業者の支援に関してはこ
の限りではない。 

・合築民間施設の経営計画につ
いて、様式 11-5 の内容をもっ
て、新たに様式 7-19 として様
式を作成し、提案すること。 

様式 4-2 32 本庁舎・港湾会
館のサービス
購入費に関す
る提案価格内
訳書 

（平成 19 年４月 13 日付で公表
した様式集・様式 4-2 を参照く
ださい。） 

（本日付で公表した様式集・様
式 4-2）を参照ください。） 

港湾会館の維

持管理・運営

業務費計算書 

66 注 本業務費は、管理運営費ｉに該
当し、サービス購入費Ｄｉの対
象となる。 

本業務費は、管理運営費ⅱに該
当し、サービス購入費Ｄⅱの対
象となる。 

様式 8－3 79 供用開始 平成 24 年 4月 平成 22 年 4月 
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